
 

 

 

 
 

Tax Analysis 

 

 

Authors:  

 
Shanghai 

Leonard Khaw 

Partner 

Tel: +86 21 6141 1498 

Email: lkhaw@deloitte.com.cn 

 

Kevin Zhu 

Director 

Tel: +86 21 6141 1262 

Email: kzhu@deloitte.com.cn 

 

Rachel Ma 

Manager 

Tel: +86 21 6141 1121 

Email: rachma@deloitte.com.cn 

 

For more information, please contact: 

 

Mergers & Acquisitions Services 

National Leader/Southern China 

Hong Kong 

Danny Po 

Partner 

Tel: +852 2238 7333 

Email: dannpo@deloitte.com.hk 

 

Northern China 

Beijing 

Andrew Zhu 

Partner 

Tel: +86 10 8520 7508 

Email: andzhu@deloitte.com.cn 

 

Jennifer Zhang 

Partner 

Tel: +86 10 8520 7638 

Email: jenzhang@deloitte.com.cn 

 

Eastern China 

Shanghai 

Hong Ye 

Partner 

Tel: +86 21 6141 1171 

Email: hoye@deloitte.com.cn 

  
 

中国税務 

国家税務総局が居住者企業のグ

ループ内における持分または資

産の移転に対する特殊税務処理

の適用に係る新しい指針を公布  
中国の国家税務総局は 2015年 5月 27日に 40号公告を公布した。これは、居住

者企業のグループ内における持分または資産の移転（注：中国語では“划

转”）に対する特殊税務処理の適用（すなわち、課税基礎（税務上の簿価）の

引継ぎによる課税の繰延べ）に関するものである。2014年 12月に公布された財

税[2014]109号の通達（以下「109号通達」）では、居住者企業のグループ内に

おける持分または資産の移転に特殊税務処理を適用するための要件について規

定しており、今回公布された 40号公告では、関連の事項についてより詳細に説

明をしている。40号公告は 2014年度以降の企業所得税の申告に適用される。ま

た、それより前に行われ、まだ税務処理の確定していない、規定の要件を満た

す持分、資産の移転にも適用される。 

 

背景 

 

企業再編では通常、課税の対象となる持分または資産の譲渡が生じるが、一定

の要件を満たす取引には特殊税務処理を適用し、企業所得税の課税を繰り延べ

ることができる。109号通達では、次の要件をすべて満たす場合、グループ内に

おける持分または資産の移転に特殊税務処理を適用することができると規定し

ている。 

 

 持分または資産の移転が、100%の直接支配関係にある居住者企業間、

あるいは同一または同じ複数の居住者企業による 100%の直接支配を受

ける居住者企業間で発生したものであること 

 持分または資産の移転が帳簿価額で行われること 

 再編取引に合理的な事業目的があり、税額の減少、免除または納付延

期を主たる目的としていないこと 

 持分または資産の移転後の連続 12ヵ月間において、移転された持分ま

たは資産にかかわる従来の実質的経営活動が変更されないこと 

 移転元企業および移転先企業がいずれも会計上の損益を認識していな

いこと 

 

要件を満たす取引の当事者が特殊税務処理を選択する場合の取扱いは次のとお

りである。 

 

 移転元企業および移転先企業はいずれも所得を認識しない 

 移転先企業が取得する持分または資産の課税基礎（税務上の取得原

価）を、持分または資産の元の帳簿価額に基づき確定する 

 移転先企業が取得する資産は、元の帳簿価額に基づき減価償却を行う 
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40号公告 の主な内容 

 

40号公告では、109号通達に規定する持分または資産の移転に係る特殊税務処理の適用要件について明確化するととも

に、いくつかの新しい要求についても規定している。 

 

1. 特殊税務処理が適用できる取引  

 

グループ内における持分または資産の移転に特殊税務処理を適用するためには、109号通達に規定する要件を満たすだ

けでなく、当該取引が以下のいずれかの状況に該当するものでなければならない。 

 

 説明 移転元企業の会計処理 移転先企業の会計処理 子会社に対する投資の課税

基礎に対する影響（特殊税

務処理を適用する場合） 

ケース (1) 

100%の直接支配関係に

ある親子会社間におい

て、親会社が保有する

持分または資産を帳簿

価額で子会社に移転

し、親会社は子会社の

100%の持分による支払

を受ける。 

借方：（子会社に対す

る）長期持分投資 

 

貸方：（移転された）

持分または資産 

借方：（移転された）

持分または資産 

 

貸方： 払込資本金/  

資本準備金 

取得する子会社持分の課税

基礎は、移転される持分ま

たは資産の元の課税基礎に

より確定する。 

ケース(2) 

100%の直接支配関係に

ある親子会社間におい

て、親会社が保有する

持分または資産を帳簿

価額で子会社に移転

し、親会社は何らの持

分または持分以外によ

る支払も受けない。 

借方：払込資本金/  

資本準備金 

 

貸方：（移転された）

持分または資産 

借方：（移転された）

持分または資産 

 

貸方： 払込資本金/  

資本準備金 

N/A 

ケース(3) 

100%の直接支配関係に

ある親子会社間におい

て、子会社が保有する

持分または資産を帳簿

価額で親会社に移転

し、子会社は何らの持

分または持分以外によ

る支払も受けない。 

借方： 払込資本金/  

資本準備金 

 

貸方：（移転された）

持分または資産 

借方： （移転された）

持分または資産 

 

貸方：（子会社に対す

る）長期持分投資 

または   

 払込資本金/資本準備金 

移転される持分または資産

の元の課税基礎に基づき、

保有する子会社持分の課税

基礎を減額する。 

ケース (4) 

同一または同じ複数の

親会社による 100%の直

接支配を受ける子会社

間において、親会社の

主導の下で、ある子会

社が保有する持分また

は資産を帳簿価額で他

の子会社に移転し、移

転元企業が何らの持分

または持分以外による

支払も受けない。  

借方： 所有者持分 

 

貸方：（移転された）

持分または資産 

借方： （移転された）

持分または資産 

 

貸方： 払込資本金/ 

資本準備金 

N/A 

 

2. 持分または資産の移転完了日 

 

109号通達の規定に基づき、グループ内における持分または資産の移転に特殊税務処理を適用するための要件の一つと

して、移転後の連続 12ヵ月間において、移転された持分または資産にかかわる従来の実質的経営活動を変更してはな

らない。40号公告では、この“12ヵ月間”は“持分または資産の移転完了日”から起算することを明確にしている。

持分または資産の移転完了日とは、持分または資産の移転に係る契約書あるいは認可書が発効し、かつ取引当事者の

双方が既に会計処理を行った日を指す。 

 

3. 帳簿価額 

 

109号通達では、特殊税務処理を適用する場合、移転先企業が取得した持分または資産の課税基礎は、移転される持分

または資産の元の“帳簿価額”によって確定しなければならないと規定している。“帳簿価額”という用語は会計分

野で多く使われるものであり、税務分野では常用されるものではないため、税務当局は“帳簿価額”の代わりに“課



税基礎”という用語を用いるべきではないのかという議論が一部にあった。40号公告では、課税基礎の確定に関して

用いられている帳簿価額という用語は、課税基礎と同じ意味を有することを確認している。  

 

4. コンプライアンスとドキュメンテーション 

 

40号公告では、グループ内における持分または資産の移転に特殊税務処理を適用しようとする場合、取引当事者の双

方（移転元企業および移転先企業）が協議して合意した上で、一律に特殊税務処理を適用しなければならないと規定

している。言い換えれば、取引当事者の一方が特殊税務処理を選択し、他方が一般税務処理（すなわち、移転される

持分または資産の公正価値に基づき、移転後の課税基礎を確定する）を選択する場合、特殊税務処理は適用できな

い。 

 

取引当事者の双方はそれぞれ管轄税務機関に、以下の資料を提出しなければならない。 

 

 「居住者企業の資産（持分）移転の特殊税務処理申告表」。これには、持分または資産の移転に関する基本状

況（例えば、企業名称、納税者識別番号、取引双方の関係、移転完了日、移転される資産（持分）の課税基

礎）および会計処理等を記載する。 

 持分または資産の移転の全体状況の説明。移転の事業目的について詳細に説明する必要がある。 

 持分または資産の移転に係る契約書および認可書類（ある場合） 

 移転される持分または資産の帳簿価額および課税基礎に関する説明 

 取引当事者の双方の帳簿価額に基づく持分または資産の移転に関する説明（会計処理資料を添付する） 

 取引当事者の双方がいずれも会計上、損益を認識していないことに関する説明（会計処理資料を添付する） 

 12ヵ月間、移転される持分または資産にかかわる従来の実質的経営活動を変更しないことに関する承諾書 

 

5. 取引後の管理 

 

移転完了後の状況の変化： 40号公告では、特殊税務処理の適用後、取引当事者の双方が移転完了した年度の翌年度の

企業所得税の年度申告のときに、それぞれ管轄税務機関に状況説明書を提出し、移転完了後の連続 12ヵ月間におい

て、移転の取引が特殊税務処理の適用要件を満たさなくなるような状況の変化が生じなかったことを証明することを

要求している。  

 

109号通達によれば、この状況の変化とは、持分または資産の移転後の連続 12ヵ月間に“移転された持分または資産

にかかわる従来の実質的経営活動が変更”されることを指す。しかし、40号公告では、次のように規定している。 

 

“取引当事者の一方に、持分または資産の移転完了日の後の連続 12ヵ月間において、生産経営業務、会社の
性質、資産または持分構成等の状況の変化が生じ、持分または資産の移転が特殊税務処理の要件を満たさなく
なる場合、変化が生じた取引当事者の一方は、状況に変化が生じた後 30日以内に管轄税務機関に報告をし、
同時に他の一方に書面で通知しなければならない。他の一方は通知を受け取った後 30日以内に関連の変化を
管轄税務機関に報告しなければならない。” 

 

移転完了後に発生した、持分または資産の移転が特殊税務処理の要件を満たさなくなるような状況の変化は、109号通

達の文面よりも広義に解釈すべきであり、移転された持分または資産の変化だけでなく、取引当事者の双方自身の変

化をも含むということを、40号公告は暗に意味している。 

 

“一般税務処理”への転換：  もし移転完了後の状況の変化により、持分または資産の移転が特殊税務処理の要件を満

たさなくなるならば、取引当事者の双方は変化の発生後 60日以内に、一般税務処理（下表を参照）に転換し、過年度

の企業所得税の年度申告表を修正しなければならない。 

 

 説明 一般税務処理 

ケース (1) 

100%の直接支配関係に

ある親子会社間におい

て、親会社が保有する

持分または資産を帳簿

価額で子会社に移転

し、親会社は子会社の

100%の持分による支払

を受ける。 

移転元企業: 

- 持分または資産の移転を公正価値に基づく販売とみなして処理する。 

- 公正価値に基づき、取得した長期持分投資の課税基礎を認識する。 

 

移転先企業: 

- 公正価値に基づき、移転された持分または資産の課税基礎を認識する。 

 

 

 

 



 

 説明 一般税務処理 

ケース(2) 

100%の直接支配関係に

ある親子会社間におい

て、親会社が保有する

持分または資産を帳簿

価額で子会社に移転

し、親会社は何らの持

分または持分以外によ

る支払も受けない。 

移転元企業: 

- 持分または資産の移転を公正価値に基づく販売とみなして処理する。 

 

移転先企業: 

- 公正価値に基づき、移転された持分または資産の課税基礎を認識する。 

ケース(3) 

100%の直接支配関係に

ある親子会社間におい

て、子会社が保有する

持分または資産を帳簿

価額で親会社に移転

し、子会社は何らの持

分または持分以外によ

る支払も受けない。 

移転元企業: 

- 持分または資産の移転を公正価値に基づく販売とみなして処理する。 

 

移転先企業: 

- 投資の撤回または減少として処理する。 

ケース (4) 

同一または同じ複数の

親会社による 100%の直

接支配を受ける子会社

間において、親会社の

主導の下で、ある子会

社が保有する持分また

は資産を帳簿価額で他

の子会社に移転し、移

転元企業が何らの持分

または持分以外による

支払も受けない。  

移転元企業: 

- 持分または資産の移転を公正価値に基づく販売とみなして処理する。 

 

移転先企業: 

- 親会社の投資を受け入れたものとして処理する。 

- 公正価値をもって移転された持分または資産の課税基礎を認識する。 

 

親会社: 

- 移転元企業に対しては、配当の分配として処理するか、投資の撤回または

減少として処理する。移転先企業に対しては、持分または資産の公正価値を

もって行う投資として処理する。  

 

ケース(2)、(3)、(4)において、移転元企業は何らの持分または持分以外による支払も受けないため、移転先企業は税務

上、受贈益を得たものとして処理すべきか否かについては議論のあるところである。40号公告では、会計処理と一致

させる観点から、移転先企業は税務上も受贈益を認識しなくてよいということを意味しているようである。この処理

は、国家税務総局公告 2014年第 29号に規定する、株主が投資先企業に資産を移転または贈与する際の処理に類似する

ものである。 

 

 

コメント 

 

40号公告は、居住者企業のグループ内における持分または資産の移転に対する特殊税務処理の適用に関して運用指針

を提供するものではあるが、一方で、特殊税務処理を適用できる移転行為を 4つの状況に限定し、かつ移転完了後にお

ける、移転が特殊税務処理の要件を満たさなくなる状況の変化について広義に解釈することにより、特殊税務処理を

適用するための要求を厳しくしている。 

 

留意点として、40号公告によれば、グループ内における持分または資産の移転が特殊税務処理の適用要件を満たすか

否かを判断する際には、取引当事者の会計処理を見ることになる。よって、企業がグループ内における持分または資

産の移転に特殊税務処理を適用しようとする場合、それにかかわる会計上の影響および会計記録が税務処理を裏付け

るものであるか否かについても考慮することが必要となる。 

 

グループ内における持分または資産の移転にかかわる一部の事項（例えば、特定の状況における減資の税務処理等）

については、40号公告の規定の更なる明確化が待たれる。関連の企業は引き続き法規および実務の動向に注意を払

い、必要に応じて管轄税務機関または専門家の助言を求めることを提案する。 

 

 

 

Note: この Tax Analysisの内容は、デロイトのM&Aサービスにかかわるものです。 
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